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農業及び農産物  



法人税免除グループ(1/3) 
CIT Exemption Group (1/3 ) 

 

 

グループ A1 : 上限なし8年間法人税免除 

1.3 商用材木の植林(ユーカリを除く）   
グループ A2 : 上限あり8年間法人税免除 

1.8 植物、野菜、果物、花の選別、包装、保存 （果物等の非破壊内

部品質センサー、殺虫用高周波処理、核磁気共鳴（Nuclear 
Magnetic Resonance）の使用等の先進技術を使用する場合 ）  
1.12  天然材料から活性成分 (Active Ingredient)の製造 

1.14.2天然ゴムから製品の製造（輪ゴム、風船、ゴムリングを除く）  
1.16.1 農作物から燃料の製造  
1.16.2 農作物のスクラップ、ごみ、廃棄物を含む農産品から燃料の
製造(たとえば、Biomass to Liquid(BTL)、廃水からの天然ガス)   
1.18 メディカルフード(Medical Food) または栄養補助食品 (Food 

Supplement)の製造  



法人税免除グループ(2/3) 
CIT Exemption Group (2/3)  

グループ A3: 5年間法人税免除 

1.1 バイオ肥料、有機肥料、ナノ化学肥料、土壌改良剤、バイオ除草剤 
1.2 植物もしくは動物の育種（バイオテクノロジーに当てはならないもの）  
1.7 深海漁業  
1.8 植物、野菜、果物、花の選別、包装、保存 (種子用色彩選別機、果物

のハエの卵を殺す蒸熱処理、種子コーティング等の先進技術を使用する
場合） 
1.9 加工澱粉又は特殊な植物からの製粉 
1.10 植物(大豆を除く）又は動物からの油脂の製造 
1.13 皮革なめし、加工 
1.16.3 圧縮バイオマス燃料の製造  
1.17 最新技術を使用した食品、飲料、食品添加品(Food Additives)の製造、

又は食品調合物(Food Ingredients)の製造又は保存(飲料水、アイスク

リーム、キャンデイー、チョコレート、ガム、砂糖、炭酸飲料、アルコール
飲料、カフェイン飲料、植物からの小麦粉・澱粉、ベーカリー、インスタン
トラーメン、鳥エキス、ツバメの巣スープを除く) 
1.20農産物取引センター 



法人税免除グループ(3/3) 
CIT Exemption Group (1/3 ) 

グループ A4: 3年間法人税免除 

1.5  動物の繁殖又は畜産 

   1.5.1 家畜又は水生動物の繁殖 
       1.5.2 家畜又は水棲動物(エビを除く)の養殖  
1.6 屠殺  
1.11 天然エキスの製造又はエキスからの製品の製造 (薬品、石鹸、
シャンプー、歯磨き、化粧品を除く）  
1.14.1基礎ゴム加工  
1.15 農業の副産物或いは残り屑からの製品の製造(窯での乾燥、空気 
乾燥等簡素な工程を除く)  



法人税免除なしグループ(1/2) 
Without CIT Exemption Group (1/2)  

グループ B1:  機械、原材料の輸入関税免除+非税的 
恩典 

1.4 乾燥植物及びサイロ 

1.19 冷凍倉庫、冷凍運輸 



1類における廃止業種 
Exit Group of Eligible BOI Activities under Section 1 

• 水耕（Hydroponics）栽培 

• ユーカリの植林 

• 家畜飼料あるいは飼料成分の製造  

• キャンデイ、チョコレート、ガム、炭酸飲料、 カフェイン飲料、
ベーカリー、インスタントラーメン、鳥エキス、ツバメの巣スープ 
を除くの製造 

• 大豆油の製造  

• 加工澱粉ではない澱粉または植物から特殊な澱粉ではないも 
のの製造 

• 先端技術を使用しないコメの選別 

• 天然ゴムからの製品の製造 （ゴム輪、風船、ゴムリングの製造） 

• 農場マネージメント・サービス 

• 土壌改良剤 

 



軽工業 



法人税免除グループ(1/3) 
CIT Exemption Group (1/3) 

  グループ A1: 上限なし8年間法人税免除 
3.9   創造的製品デザインと開発センター 

グループ A2: 上限あり8年間法人税免除 

3.1.1.1  特殊繊維(Technical Fiber 或いはFunctional Fiber)の製造
3.11.1 ハイリスク又は高度技術を持つ医療機器（X線装置、

MRI装置、CTスキャン装置、人体インプラント）又は、公的部門

による研究もしくは官民共同研究で商品化された医療機器の
製造 



  

  

 

法人税免除グループ(2/3) 
CIT Exemption Group (2/3) 

グループ A3: 5年間法人税免除 
3.1.2.1 特殊糸又は布 
3.1.3  漂白、染色及び仕上げ又はプリント及び仕上げ 
3.11.2 その他医療器具・機器(繊維・ファイバーから作られた医療機器を除く)
の製造 

グループ A4: 3年間法人税免除 
3.1.1.2  リサイクル繊維(Recycled Fiber)の製造 

(最初の 3 年間の総売上の 0.5％以上デサインや商品研究開発への投資

費用があるプロジェクト) 

3.1.2.2 その他糸又は布の製 
3.1.4  衣類、衣類部品、及び家庭用繊維製品の製造 
3.3  皮革又は人工皮革からの鞄、履物製品の製造                                              
3.6  家具及び部品の製造 
3.7 玩具の製造 



  

  

 

 
法人税免除グループ(3/3) 

CIT Exemption Group (3/3) 
 グループ A4: 3年間法人税免除 

 3.8  宝石及び装飾品、又は原材料含む部品、プロトタイプの製造3.1.3    

漂白、染色及び仕上げ又はプリント及び仕上げ 
3.10.1医療器具・機器、日除けレンズ、美容コンタクトレンズ(Cosmetic 

Lenses) に該当しないレンズの製造（例：カメラレンズ） 
3.11.3  ガウン、帽子、マスク、グロス、ガーゼ、コットンなど布その他の繊
維からの医療機器の製造 



法人税免除なしグループ 
Without CIT Exemption Group 

グループ B1: 機械、原材料の輸入関税免除+非税的恩典 
3.1.1.3 その他繊維の製造 

(デサインや商品研究開発への投資費用費用がない或いは上記の投資
費用が最初の3年間の総売上の0.5％未満であるプロジェクト） 
3.1.2.2  その他糸又は布の製造 

3.1.4  衣類、衣類付属品、及び家庭用繊維製品の製造 

3.3 皮革又は人工皮革からの鞄、履物製品の製造 

3.6 家具及び部品の製造 

3.7 玩具の製造 

3.4 スポーツ用品及び部品の製造 
3.5 楽器の製造 
3.10..2 日除けレンズ、美容コンタクトレンズ(Cosmetic Lenses)、眼鏡フレー

ム及び部品の製造 



廃止業種 
Exit Group 

• カーペットの製造 

• 魚網の製造 

• 文房具あるいはその部品の製造 

• 人造物の製造  

• サンドペーパーの製造 



Q&A 




